
太田市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第６５号 

 

太田市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

太田市市税条例施行規則（平成１７年太田市規則第７８号）の一部

を次のように改正する。 

第９条の２第１項第３号中「金銭」を「寄附金」に改める。 

第１０条中「市民税・県民税納税通知書」を「市民税・県民税・森

林環境税納税通知書」に改める。 

第１１条第１項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関

する申請書」を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の

特例に関する申請書」に改め、同条第２項中「市民税・県民税特別徴

収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書」を「市民税・県民税・

森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書」に

改める。 

別表第１市民税・県民税納税通知書（現年当初一般用）の項中「市

民税・県民税納税通知書(現年当初一般用)」を「市民税・県民税・森

林環境税納税通知書(現年当初一般用)」に、同表市民税・県民税納税

通知書(現年当初口座振替用) の項中「市民税・県民税納税通知書(現

年当初口座振替用)」を「市民税・県民税・森林環境税納税通知書(現

年当初口座振替用)」に、同表市民税・県民税納税通知書(過年随時一

般用) の項中「市民税・県民税納税通知書(過年随時一般用)」を「市

民税・県民税・森林環境税納税通知書(過年随時一般用)」に、同表市



民税・県民税納税通知書(過年随時口座振替用) の項中「市民税・県民

税納税通知書(過年随時口座振替用)」を「市民税・県民税・森林環境

税納税通知書(過年随時口座振替用)」に、同表市民税・県民税納税通

知書(納付済通知書兼納付書兼領収証書)の項中「市民税・県民税納税

通知書(納付済通知書兼納付書兼領収証書)」を「市民税・県民税・森

林環境税納税通知書(納付済通知書兼納付書兼領収証書)」に、同表市

民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の項中「市民

税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を「市民税・

県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に、

同表市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届

出書の項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠い

た旨の届出書」を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期

の特例の要件を欠いた旨の届出書」に改める。 

       「個人市民税  「個人市民税 

様式第７号中 個人県民税 を 個人県民税 に改める。 

            」  森林環境税」 

様式第８号を次のように改める。 



様式第８号(第５条関係)                           

  



様式第１０号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第10号(第5条関係)                           



 

様式第１１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第５条関係） 

 

 指定番号：      

年  月  日 

 

             様 

 

群馬県太田市長       印   

 

 

市 県 民 税 等 （ 特 別 徴 収 ） 月 割 額 納 入 の お た ず ね 

 あなたの事業所の    年度の市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）月割納入額が、    年   月  日現在 

下記のとおり月割額と相違していますのでお調べください。また、月割額に変更がなく未納がある場合は、本状を督促状とさせ

ていただきます。なお、本状の到着日前に既に納入されている場合は、行き違いですのでご了承ください。 

  年度 月別内訳 （お問合せ番号:          ） 

納入月 納期限 調定額（円） 収入額（円） 還付（充当）した額（円） 過・不足額（円） 

６月      

７月      

８月      

９月      

１０月      

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

４月      

５月      
 

ご 注 意 

この督促状は地方税法の規定によって発したものです。 

【滞納処分】  

この督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに完納されないときは、財産差押等の滞納処分を受けることになります。 

【 延滞金 】  

納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額（１，０００円未満の端数があるときはその端数金額を、税額の

全額が２，０００円未満であるときはその全額を切り捨て）に年１４．６％（納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間については、年７．３％）の延滞金割

合※を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日あたりの割合です。また、延滞金の額

に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金全額が１，０００円未満であるときはその全額を切り捨てます。 

※延滞金割合：当該期間の属する年の前年に租税特別措置法第９３条第２項により告示された平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準

割合」という。）が年７．３％の割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．６％の割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年７．３％の

割合を加算した割合とし、年７．３％の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超える場合

には、年７．３％の割合）とする。 

【審査請求】 

この通知に記載された事項について不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に太田市長に対して審査請求をすることができます。

この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に太田市を被告として（太田市長が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

①審査請求があった日から３か月経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③そ

の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 



様式第１３号、様式第１３号の２、様式第１５号及び様式第１５号 

   「       税額決定  「市民税・県民税税額決定 

           納  税」  ・森林環境税 納  税」 

「あなたの市民税・県民税」を「あなたの市民税・県民税・森林環境

税」に、 

「 

 

                            」 

を 

「 
計 

      
      

森 林 環 境 税 
 

円  円 
年税額（市民税・県民税・森林環境税） (B) 

  
(C) 

  
 

   円 

 
    円 

年 税 増 減 額 ( B ) － ( C )       円 

                                                          」 

に改める。 

様式第１６号中 

                 「 市民税・県民税  

「市民税・県民税 納付済通知書」を  森林環境税    に、 

                   納付済通知書  」 

「○公太田市 納付書(原符)   「 ○公太田市 納付書(原符) 

市民税・県民税   」    市民税・県民税・森林環境税」 

「○公太田市 領収証書   「○公太田市 領収証書 

市民税・県民税  」  市民税・県民税・森林環境税」 

める。 

様式第１７号中 

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を 

「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申

請書」に、 

計             

年 税 額 
(B) 

  
(C) 

  
    円      円 

年 税 増 減 額 ( B ) － ( C )       円 

の２中 

を に、 

を に改 

市民税・県民税 を に、 



「  年  月分以後に係る市民税特別徴収税額」を 

「  年  月分以後に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税

額」に改める。 

 様式第１８号中 

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出

書」を 

「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠

いた旨の届出書」に改める。 

様式第１９号中「平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日

までの期間については、当該期間の属する各年の前年の１１月３０日

を経過する時における商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算

した割合が年７．３％の割合に満たない場合は、当該商業手形の基

準割引率に年４％を加算した割合とします。平成２６年１月１日以

後の期間については、当該期間の属する各年の平均貸付割合（租税

特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１％の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。

）が年７．３％の割合に満たない場合には、その年（以下「延滞金

特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６％の割

合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例

基準割合に年７．３％の割合を加算した割合とし、年７．３％の割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 １ ％の割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超える場合には、年

７．３％の割合）とします。」を「申告納付すべきであった納期限

の翌日から納付の日までの期間の属する各年の平均貸付割合（租税

特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

％の割合を加算した割合（以下「延滞金特例基準割合」という。）

が年７．３％の割合に満たない場合には、その年（以下「延滞金特

例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６％の割合



にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基

準割合に年７．３％の割合を加算した割合とし、年７．３％の割合

にあっては当該延滞金特例基準割合に年 １ ％の割合を加算した割

合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超える場合には、年７

．３％の割合）とします。」に改める。 

様式第４２号の２中 

「納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の

日までの期間の日数に応じ税額（１，０００円未満の端数があるとき、

又はその金額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又は全

額を切り捨てます。）に年１４．６％（納期限の翌日から１ヶ月を経過

する日までの期間については、年７．３％（当該期間の属する各年の

前年の１１月３０日を経過する時における商業手形の基準割引率に年

４％の割合を加算した割合が年７．３％の割合に満たない場合は、当

該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合））の割合を乗

じて計算した額の延滞金を徴収します。 ただし、平成２６年１月１

日以降の期間に対応する延滞金の割合については、延滞金の年１４．

６％の割合及び年７．３％の割合は、各年の延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１％の割合を加算した割合をいう。）が年７．３％に満

たない場合には、その年中においては、年１４．６％の割合にあって

はその年における延滞金特例基準割合に年７．３％の割合を加算した

割合とし、年７．３％の割合にあっては延滞金特例基準割合に年１％

の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超え

る場合には、年７．３％の割合）となります。この場合における年当

たりの割合は、閏年の日々を含む期間についても、３６５日当たりの

割合です。」を 

「納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の

日までの期間の日数に応じ税額（１，０００円未満の端数があるとき



はその端数金額を、税額の全額が２，０００円未満であるときはその

全額を切り捨て）に年１４．６％（納期限の翌日から１か月を経過す

る日までの期間については、年７．３％）の延滞金割合※を乗じて計

算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、

閏年の日を含む期間についても３６５日あたりの割合です。また、延

滞金の額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延

滞金全額が１，０００円未満であるときはその全額を切り捨てます。 

※延滞金割合：当該期間の属する年の前年に租税特別措置法第９３条

第２項により告示された平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合

（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年７．３％の割合に満たな

い場合には、その年中においては、年１４．６％の割合にあっては当

該年における延滞金特例基準割合に年７．３％の割合を加算した割合

とし、年７．３％の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１％

の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の割合を超え

る場合には、年７．３％の割合）とする。」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９条の２第１項

第３号の改正規定は、公益信託に関する法律（令和６年法律第３０

号）の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の様式第１５号及び様式第１５号の２の規定は、令和６年

度以降の年度分の市民税、県民税及び森林環境税について適用し、

令和５年度分までの市民税及び県民税については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 


